
 

 

参議院情報監視審査会「年次報告書（令和７年６月）」正誤表 

令和７年 11 月 27 日 

 

参議院情報監視審査会「年次報告書（令和７年６月）」について、政府におけ

る「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する報告（令

和６年６月）」の訂正を踏まえ、以下のとおり訂正いたします。 

なお、ホームページに掲載している報告書のデータについては、修正を反映し

ております。 

 

※正誤箇所は下線部 

該当箇所 誤 正 

16 頁１行目 

城内国務大臣の

説明の概要 

これらの結果、適性評価を経て、

特定秘密を取り扱うことができ

る職員等の数は、同年末時点で、

13万5,479人となった。 

これらの結果、適性評価を経て、

特定秘密を取り扱うことができ

る職員等の数は、同年末時点で、

13万5,469人となった。 

106頁 

資料20中 

令和３年末時点

の農林水産省の

欄及び合計の欄 

  

107頁 

資料20中 

令和４年末時点

の外務省の欄及

び合計の欄 

  

107頁 

資料20中 

令和５年末時点

の公安調査庁、

農林水産省の欄

及び合計の欄 

  



 

 

109頁 

資料21中 

（４）特定秘密

の取扱いの業務

を行うことがで

きる者 

令和５年末時点、適性評価を経

た特定秘密の取扱いの業務を行

うことができる者の総数は２６

機関・１３５，４７９人（このう

ち、適合事業者の従業者は５機

関・４，７７５人）である。 

令和５年末時点、適性評価を経

た特定秘密の取扱いの業務を行

うことができる者の総数は２６

機関・１３５，４６９人（このう

ち、適合事業者の従業者は５機

関・４，７７５人）である。 

112頁 

資料21 別表４中 

令和３年末時点

の農林水産省の

欄及び合計の欄 

  

112頁 

資料21 別表４中 

令和４年末時点

の外務省の欄及

び合計の欄 

  

112頁 

資料21 別表４中 

令和５年末時点

の公安調査庁、

農林水産省の欄

及び合計の欄 

  

 


